
-5-14-

Ａ 特定発生源を想定する場合

資料等調査

資料等調査により、最も

土壌調査 高濃度が想定される地点

を中心に調査する

ガイドライン値 なし

以上の汚染

あり 終 了

①汚染範囲確定のため

の調査

最も高濃度の地点について、深さ方向の調査

（対策深度の確定、汚染の態様の調査）

Ｂ 一般環境における概況調査

土壌調査

ガイドライン値 なし

以上の汚染

あり 終 了

資料等調査の

実施

特定の

汚染源を推定

汚染源を推定

判明した できなかった

Ａの①へ 汚染範囲確定のための調査

①１００m間隔の調査

②２５m間隔の調査

最も高濃度の地点について、深さ方向の調査

（対策深度の確定、汚染の態様の調査）

図5 ダイオキシン類汚染土壌調査に係るフロー



-5-15-

早期に NO

恒久対策の実施が

可能か
応急対策の実施

YES 立入禁止

シート掛け等

モニタリングの実施

地域の状況から NO
土壌を除去しない対策の

実施が可能か

YES

①土地利用状況、人の活動様式

から人の立入りがほとんどな

い。

②河川の氾濫や地滑り等による

土壌の攪乱がない。

③濃度が比較的低濃度。

土壌を除去しない対策 土壌を除去する対策

・覆土工、植栽工 ・掘削・除去

・アスファルト舗装工 ・浄化（分解）

・原位置浄化（分解）

図6 ダイオキシン類汚染土壌対策手法選定に係るフロー


